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船橋福祉相談協議会 会長  宮代 隆治  

 〝ふらっと船橋〟が移転しました。発足当時の場所から、５年半を経て引っ越しの次第です。 

 度々図られて来た障害者自立支援法改正の中で、今度〝基幹相談支援センター〟の設置が市町 

村に求められることとなりました。相談支援事業を地域の中にどのように根付かせて行くかは、 

大きな課題となっていますが、その中核的役割を担うのがこのセンターになるようです。このこ 

とに着目した市からは、この役割を〝ふらっと船橋〟が担うことへの意向が示され、更なる機能 

強化が求められることとなりました。 

 年々活動が活発に、且つ相談件数並びに相談者の増加とともに職員数も増えていますし、何か 

と手狭になっていた事務所であり、一時の複数相談スペースの確保も厳しいことがありました。 

このような状況下、市から財政的な支援を頂戴することができ、新たな事務所を求めた次第です。 

 今度の事務所は床面積も広くなり、個別の相談スペースも複数確保できます。ＪＲや京成船橋 

駅から、より近くなったようですし、駐車スペースも取ることができました。 

 さて先述のセンターですが、知的・身体・精神障害はもちろん、周辺領域まで網羅した相談支 

援事業の一体的展開が求められますし、市内にある相談支援事業所をつなぐ、扇の要的役割も期 

待されます。また、単独事業所では担うことが難しいケース等を拾いながら、解決へと導くけん 

引力も試されます。直接、船橋市における障害者相談支援事業の成否、伸長の如何が問われるこ 

とになりましょう。その為に職員数も増やすこととなりそうですし、その為の移転と心得ます。 

 皆さまからたくさんの応援を頂戴しながら、ここまで運営して来ましたが、この移転をきっか 

けに、より相談支援に関する専門性を向上させ、 

「あって良かった」から「なくてはならない」 

〝ふらっと船橋〟へと成長したいものです。 

 

 

 

 

船橋市 障害福祉課 課長補佐  大竹 陽一郎 

平成２４年度になりました。障害者をとりまく大きな法制度の動きとしては、「地域社会におけ 

る共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律（案）」 

いわゆる、「障害者総合支援法（案）」が今国会に提出されたことでしょうか。ご存知のように、障 

害者自立支援法に代わる法律として、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議で、関係者に 

 

 

 

平成 24 年度の取り組み 

 

心 機 一 転 

 

http://www1.ocn.ne.jp/~flatcome/


よる様々な議論・検討が行われ、この法律案が生まれました。障害者総合支援法（案）については、 

多くのご意見がありますが、行政としましては、障害がある人にとって、さらなるサービスの向上 

に繋がる内容となるよう願い、注目していきたいと思います。なお、障害者総合支援法（案）の施 

行は、平成２５年４月１日を予定しているとのことです。 

 さて、話を今に戻します。障害者自立支援法の一部が改正され、平成２４年４月１日から、市町 

村に「基幹相談支援センター」を設置することができることとなりました。一般的な相談支援に加 

え、専門的職員を置くことで、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言、人材育 

成の支援、地域移行・地域定着の促進の取組などを行うことにより、相談支援機能の強化を図るこ 

とを目的としています。 

 市としましても、基幹相談支援センターの設置に向けて予算措置をしており、平成２４年１０月 

１日からの実施に向けて、現在、事業内容などについて検討しています。 

最後に、船橋福祉相談協議会の会員の皆様をはじめ関係各位におかれましては、市の障害福祉施 

策に、引き続き、ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「相談は時間と場所を問わずではありますが・・・」 

お陰様で無事に 3 月 22 日に引っ越しを終えました。築年数は 20 年程経過しておりますがさほど古さは感じ

られません。前借主は診療所として使われていたようで、待合室や WC も分けられており正面には 2 台分の駐

車スペースもあり以前の事務所のようなご不便は幾分解消されたのでは・・？主要駅からのアクセスは良くな

りましたが、市役所本庁舎からは徒歩 10 分程度掛かりますので、相談者にはこれまでのような感じで（帰り

道にちょっと寄ろうか）お越しになり難くなったのではと一抹の不安も抱いております。会長からも「心機一

転」というお話がありましたが、今年度から相談支援の仕組みも変わりふらっと船橋の役割も徐々に明確化さ

れていくことと考えます。この船橋において障害のある方々と共に明日の暮らしを考え、生き難さを少しでも

サポート出来るセンターを目指し、職員一同努力してまいります。        ふらっと船橋  清水 

                

 

 

 

 

 

 外観・駐車場 

      事務所内  

  入口横 相談室１ 

  相談室２&会議室 

       相談室３  

※この他にもう一室あります。 

以下、所内の一部を載せましたのでご覧ください！！  


